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令和３年１１月１０日 

経 済 産 業 部 

産業連携交流推進課 

 

 世田谷区産業振興基本条例改正の検討状況について 

 

 世田谷区産業振興基本条例の見直しについて、令和３年６月から７月にかけて実施し

たパブリックコメント及び９月２７日に開催したシンポジウムの結果を報告する。 

また、これらの内容を踏まえて１０月２９日に開催した世田谷区産業振興基本条例検

討会議（以下「検討会議」という。）をもって、全５回に渡る議論が終了したため、検討

会議における検討概要について報告する。 

 

１ パブリックコメントについて 

（１）意見募集期間 

   令和３年６月２５日（金）～７月１６日（金） 

（２）意見概要等 

   別紙１のとおり 

 

２ シンポジウムについて 

（１）開催日時 

令和３年９月２７日（月） １８時３０分～１９時５５分 

（２）参加者 

６０人 

（３）実施内容 

   別紙２のとおり 

       

３ 検討会議における検討概要について 

（１）条例に求められること 

・条例は、社会経済環境の大きな変化を踏まえた上で、世田谷の産業が目指す方向 

    性を示すものであり、今後を見据えて地域経済全体の押し上げにつながるものと 

    するべき。 

・条例の視点を、「産業の振興」から「地域経済の発展や活性化」へと移行してい

くべき。さらに、経済成長のみならず、非経済的な価値（多様な働き方や環境配

慮をはじめとする様々な社会課題の解決など、従前においては経済成長とは距離

があると考えられてきたような価値観）の重要性を踏まえる必要があり、地域経

済の発展と地域や社会の課題解決を両立する「地域経済の持続可能な発展」を目

指していくべき。 

・「地域経済の持続可能な発展」には、世田谷の特徴である中小・小規模事業者と  

ともに、多様な人材の力も活かしていくことが不可欠であり、区民にも理解と協

力を促し、事業者と区民、区等が一体となって地域経済の発展に関わっていくこ

とが必要である。 
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（２）地域経済の持続可能な発展に向けて 

・社会経済環境が激変している中、世田谷の多様な産業にはレジリエントな対応力

が求められ、各々の産業基盤を強固なものにしていくとともに、相互連関的な連

携を重ねていくことが必要である。 

・働き方や働く場所の多様化に伴い地域や近隣コミュニティの価値が見直されて 

おり、地域の多様な人材が交わり新たな価値を生み出していくことが地域経済の

持続可能性へとつながる。そのために、誰もが自分の個性や能力を発揮すること

ができる働きやすい環境を整備することが必要である。また、地域の特性を踏ま

えた起業を促進することも、多様な働き方の実現につながる。 

・コロナ禍に伴う地域での活動時間の増加は、これまで見過ごしてきた身近な課題 

    に気づくきっかけとなり、ＳＤＧｓの理念の広がり等も相まって、地域や社会課 

題の解決に対する意識が高まった。課題が複雑・多様化している中、行政単体や

ボランティアによる解決には限界があることから、ソーシャルビジネスの手法に

よる課題解決の推進が重要となる。 

・ＳＤＧｓの目標にもあるように、製品やサービスを生み出す生産者・事業者だけ

でなく、それを利用、消費する側も持続可能性を考慮する必要がある。今後の地

域経済の発展には、地域経済の持続可能性を考慮した事業者の活動や、エシカル

消費に代表される人や社会、環境に配慮した消費行動を推進していくことが重要

となる。 

（３）各産業の発展に向けて 

・地域経済の持続可能な発展には、現行条例で定めている商業・工業・農業の振興

に加え、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、建設業、医療・福祉、

教育・学習支援業など、区民の日々の暮らしを支える多様な産業の振興を図って

いくことが必要である。 

（４）区や事業者、区民等の責務や役割について 

・地域経済の発展に向けては、区が大局的な視点から指針を定め、事業者や区民、

他の行政機関等と協力し、様々な主体のプラットフォームとして機能していくこ

とが必要である。また、世田谷の特徴である中小・小規模事業者やＮＰＯへの支

援についても、その時々の状況に応じて迅速に対応していくことが必要である。 

・今後、事業者には、区民生活を支え雇用を生み出すという役割の他、積極的に地

域や社会の課題解決を担っていくことも求められる。自らの経営基盤強化や地域

に根差した働きやすい職場環境整備、人材の育成等に加え、地域経済の持続可能

性を考慮した事業展開が必要となる。 

 また、商店街において事業を行う事業者は、地域コミュニティの担い手である商

店街の活性化への寄与が重要な役割であることを考慮し、活動を行う必要がある。 

・複雑・多様化し続ける社会課題や地域課題の解決には、様々なステークホルダー 

 の参画がますます欠かせないものとなり、区民の協力が特に重要なポイントとな 

 る。区民の役割として、地域や社会の課題解決への理解と協力のみならず、課題 

 の解決に資するソーシャルビジネスへの参画やエシカル消費の推進を主体的に 

 行っていくことの重要性が高まっていく。 
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４ 条例改正を踏まえた取組みについて 

  改正条例の施行後（令和４年４月予定）は、改正条例に基づいて設置予定の「世田

谷区地域経済の持続可能な発展を目指す会議」において、地域経済の持続可能な発展

に係る指針について検討していく。また、（仮称）世田谷区未来つながるプラン等に基

づく重点事業を実施していく。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和４年１月    区民生活常任委員会（改正条例案） 

  令和４年４月    改正条例施行 
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（仮称）世田谷区地域経済の持続可能な発展条例素案に対する 

パブリックコメントの実施結果について 

 

１ 意見募集期間 

   令和３年６月２５日（金）～７月１６日（金） 

２ 意見提出人数及び件数 

   ・意見提出人数：７９人 

【提出方法内訳】 

ハガキ５５人、ホームページ２１人、封書３人 

・意見件数：８６件 

【内訳】 

分類 件数 

条例素案の内容に対するご意見 30 件 

条例制定に向けたプロセスに対するご意見 1 件 

条例改正後のアクションに対するご意見 6 件 

地域経済の持続可能な発展に繋がる具体施策のご提案 14 件 

商業に対するご意見 4 件 

工業・建設業に対するご意見 3 件 

農業に対するご意見 3 件 

区政全般に対するご意見 7 件 

区民生活・環境に対するご意見 10 件 

街づくりに対するご意見 5 件 

 その他、各分野個別意見については、関係所管にご意見をお伝えしました。 

 

３ 意見概要及び区の考え方 

   資料１のとおり 

 

４ 名称案提出人数及び件数 

   ・名称案提出人数：４５人 

   ・名称案件数：５５件 

 

５ 名称案概要 

   資料２のとおり 

 

別紙１ 
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（仮称）世田谷区地域経済の持続可能な発展条例素案に対する 

パブリックコメントの意見概要及び区の考え方 

 

条例素案の内容に対するご意見（30 件） 

意見の概要 区の考え方 

持続可能な発展のためには、そこに住む人の①貧困

の撲滅、②健康と福祉、③質の高い教育、④ジェンダ

ー平等など、人に視点を置いた政策が重要。各分野

の方針も、これらの点が明らかになるようにしてはどう

か。 

本条例改正は、SDGs の理念を踏まえた

検討を進めており、ご意見の内容は重要

な視点であると考えています。今後の改正

条例案の検討や施策の参考とさせていた

だきます。 

条例内にディーセントワーク「権利が保障され、十分な

収入を生み出し、適切な社会的保護が与えられる生

産的な仕事」に関する視点があってもよい。区民、在

勤者にこの視点が確保されていなければ、持続可能

な発展といえないのではないか。 

基本的方針の一つである「誰もが自己の

個性及び能力を発揮することができる働き

やすい環境を整備し、起業の促進及び多

様な働き方の実現を図ること。」がディーセ

ントワークにつながるものと考えます。ご意

見は今後の改正条例案の検討や施策の

参考とさせていただきます。 

「地域の経済発展と社会課題の解決をめざし、持続

可能な発展をはかる」という基本方針には賛同。ま

た、地域経済を担う産業に商業、工業、農業、建設

業、福祉、教育を明示している点は、世田谷区産業

振興条例より範囲が明確になり賛同。 

一方、区や公益法人による社会課題の解決が行き

届かないことがある。そのために活動している区民によ

る NPO、一般社団・財団法人がある。これらの活動

も地域の持続可能な発展に寄与しているとみなせる

ものは、条例にもとづき区が支援できるように明記すべ

き。 

ご意見のとおり、区における NPO の活動

は、地域経済の持続可能な発展に向け

て大変重要な要素であると認識していま

す。本条例では、事業者を NPO や一般

社団法人等を含む「区内に事業所を有

し、区内において事業活動を行う法人及

び個人」と定義し、区の責務として中小企

業及び小規模事業者並びに特定非営利

活動法人への支援その他必要な施策を

講ずる」としています。 

地域の医療・介護を担う介護事業、医院・病院や医

療従事者の役割は、生活基盤であり社会課題解決

にも必要なので、「事業者の役割」「区民等の役割」

に明記してもらいたい。 

分野別方針では、介護や医療を含む「多

様な産業の振興を図るものとする」と定め

ています。この方針を踏まえて、地域経済

の持続可能な発展に向けた取組みを行っ

ていきます。 

豊かな区民生活を持続可能に発展させるため、区民

の活躍を促進することが必要。行政自治体だけでは

できない。そのためには、区民による地域コミュニティを

発展させる必要がある。 

地域コミュニティに区民が参加する機会を創出する活

動や、人的なつながりによる支援を促す活動について

条例に基づいて区が支援することとして明記してほし

い。 

地域経済の持続可能な発展のためには、

区民の理解と協力が不可欠であると考え

ていることから、今回の改正素案には、そ

の実現に向けて区民に協力していただく事

項を規定しています。ご意見は今後の施

策の参考とさせていただきます。 

資料１ 
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地域経済の実態が明示されてない。地域経済の持

続的発展の問題点がはっきりしない。 

区民一人ひとりの問題点は何なのか。改正のポイント

が区民の理解と協力とあるが、課題が全く判らない。

行政として、具体的、目に見える化、活字化で問題

点をあげ、事業者側の問題点は何か。ビジョンだけで

は、意見も述べられない。 

条例において地域経済に関する基本的な

考え方を定め、その上で、地域経済の持

続可能な発展に関する具体的な施策の

策定及び実施につなげていきます。 

「(仮称)世田谷区地域経済の持続可能な発展条

例(素案)」が何をしようとしている内容なのか、理解が

難しい。もっと分かりやすくして欲しい。 

新たな条例の趣旨や内容等について、改

正条例の制定時及び制定後も分かりや

すく説明するよう努めていきます。 

基本的方針の内容に、グローバルスタンダードであるべ

き。「人権の尊重」が含まれてないので、SDGsの達成

の視点からも言及すべき。 

人権に関する考えは、第 3 条（基本的

方針）の（２）及び（４）に包含され

ていると考えています。ご意見は改正条例

案の検討の参考とさせていただきます。 

何を具体的にめざすのか理解に苦しむ。省エネ、省ご

み、減プラスチックなど具体的に進めた方が良い。持続

性を重視した消費生活やエシカル消費など具体的な

取組みを打ち上げてほしい。 

条例において地域経済に関する基本的な

考え方を定め、その上で、地域経済の持

続可能な発展に関する具体的な施策の

実施につなげていきます。ご意見を関係所

管と共有し、今後の施策の参考とさせてい

ただきます。 

「持続可能な発展」ではなく「持続可能な開発」に訂

正することが不可欠。「われら共通の未来」や SDGs

における持続可能な開発の概念とは想定自体が違

う。 

産業振興に主眼を置いた現行条例の見

直しにあたりましては、SGDｓの理念を参

考にしつつ、地域の経済発展と地域や社

会の課題解決を両立する社会の実現を

目指し、地域経済を持続可能な形で発

展させていくことを目指していきたいと考え

ています。 

「エシカル消費」を無理に使ってもわからないかもしれな

い。基本的方針の４つ目は「持続可能性を考慮した

事業活動や人、社会、理解に配慮した消費行動」と

したらどうか。 

事業者の責務について、突然商店会費を払えとはあ

まりにほほえましい。「よそもの」は断じて活躍させないと

いう決意のようだ。区民等の「等」とはだれのことなの

か。 

エシカル消費については、かっこ書きで分か

りやすいよう記載しております。また、条例

の文言や表現について、意味や意図をわ

かりやすく説明していきたいと考えていま

す。区民等は、区民及び関係機関（関

係機関は第 2 条で定義）を示していま

す。 

漠然として具体性に欠けている。持続可能な活動を

していくためには、無駄な消費を無くし、環境に負荷の

かかるような製品を「作らない、使わない、捨てない」と

いうことが前提なので、そのことが分かる内容にして欲

しい。そのための基準作りを具体的且つ早期に進めて

いくべき。 

条例において地域経済に関する基本的な

考え方を定め、その上で、地域経済の持

続可能な発展に関する施策の策定及び

実施につなげていきます。指針や施策の

策定において、具体的な取組みについて

検討してまいります。 
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「持続可能な発展」とあるが、発展の定義はなにか。 地域経済の持続可能な発展は、地域の

経済発展と地域や社会の課題解決を両

立することであり、そのことが豊かな区民生

活の実現につながると考えています。 

第４条第５項で、福祉や教育に言及しているのは素

晴らしいと思うが具体例がない。 

第４条第３項の農業の多面的機能の例示部分、

「都市の緑やゆとりと潤いのある空間の創出」の直後

に「、福祉や教育と の連携」と加えると、これから一層

農福連携に取組む区の姿勢とも一致しており頼もしく

感じる。 

条例において地域経済に関する基本的な

考え方を定め、その上で、地域経済の持

続可能な発展に関する具体的な施策の

策定及び実施につなげていきます。ご意見

は改正条例案の検討の参考とさせていた

だきます。 

世田谷の産業振興に「持続可能な発展」の視点が

盛り込まれたことを評価する。社会課題への取組みが

事業者への責務に取り入れられたことなど、街がポジ 

ティブにつながっていく未来を想像して明るい気持ちに

なった。区民生活への影響だけでなく、ツーリズムや

ESG 投資の視点からも国内外から世田谷が注目さ

れるきっかけになると感じた。 

今後の地域経済の発展には、非経済的

な価値（多様な働き方や環境への配慮

など、従前においては経済成長とは距離が

あると考えられてきたような価値観）にも

重きを置いた取組みが重要であると考えて

います。より良い条例となるよう、さらなる

検討を進めていきます。 

「地球の持続可能性につながる地域経済の発展」と

いう視点を盛り込んでほしい。現状のものは、持続可

能性への配慮が地域経済に限定されている印象。地

球規模に影響することへの意識と地球規模の持続可

能性への配慮が示されるべき。前文や条文に加えるこ

とが望ましい。 

ご意見は改正条例案の検討の参考とさせ

ていただきます。 

区民のエシカル消費推進のためにも、事業者への責

務に「事業展開にエシカルな商品やサービスを提供す

る 」という内容を明記してほしい。 

ご意見の内容は、第 6 条第 1 項の「持続

可能性を考慮した事業展開」に包含され

ると考え、各事業者が特性や事業内容に

照らして取組みを検討していただくことが重

要と考えています。今後の改正条例案の

検討の参考とさせていただきます。 

条例案に賛意。多様化する社会の中、仕事や生活

のあり方も多様化している。地域産業は、区民生活

に直接・間接結びつくこと、また地域への貢献と、逆に

地域住民から理解と共感を得る相互作用が大切で

ある。これがコミュニティを支える基盤だと考える。アフタ

ーコロナを考える上で、建設業が災害時のエッセンシャ

ルワーカーとして位置づけられた条例案は画期的であ

る。また持続可能な全体的な視点を網羅している点

でも画期的である。条例の名称も賛成。 

より良い条例となるよう、更なる検討を進

めてまいります。 

世田谷区が「地域経済の持続可能」を目指す条例を

作るのであれば、法人格といった形に縛られず、小さな

商いで地域に根を張る事業所を応援するような条例

を望む。 

本条例における事業者は、法人に限定せ

ず「区内に事業所を有し、区内において事

業活動を行う法人及び個人」と定義して

います。中小企業や小規模事業者等へ



 

8 

の支援も講じていきます。 

第 6 条第 3 項について、事業者以前に、商店会がこ

の画期的な条例に即した活動を行うことを明示的にし

たうえで、事業者への記載があるべき。 

事業者の集合体である各種団体等にお

いても、本条例に掲げる理念に基づき取

組みを進めていただくことが必要と考えてい

ます。なお、各団体は、本条例第 2 条で

定義する「関係機関」に含まれ、第 7 条に

おいて地域経済の持続可能な発展に向

けた理解と協力を定めています。 

今回の改定は、従来の枠組みを超えて、経済的価

値と非経済的価値の両立を通して地域経済の持続

可能性を見据えている点が大変すばらしい。またその

変容に際して、広く区民に理解と協力を促す点も、協

働と参画を標ぼうする世田谷区政にふさわしい内容。 

より良い条例となるよう、更なる検討を進

めてまいります。 

第１条について、「～、◎地域の経済発展並びに地

域及び社会の課題の解決を両立する地域経済の持

続可能な発展を推進し、豊かな区民生活の実現に

寄与することを目的とする。」の◎部分に「地球的視

座で持続可能性を念頭に置き、」という一文を追記

し、この条例が、SDGs の達成に向けた世田谷として

の運動の一部であることを明示すべきである。 

ご意見は改正条例案の検討の参考とさせ

ていただきます。 

第3条（４）について、冒頭部分に、持続可能性が

何の持続可能性を考慮したものかをしっかりと明記す

べきである。自社事業の持続可能性にとどまるような

解釈の余地を残すような記載は、本条例の趣旨に添

わない。 

地域経済の持続可能性を考慮しつつ、

事業者がそれぞれの取組みを進めていくこ

とが重要と考えています。ご意見は改正条

例案の検討の参考とさせていただきます。 

第 4 条（５）について、前の条例からの継承性は重

要であるが、現時点において、福祉や教育などを、前

各号の「ほか」という扱いは、本条例の趣旨に添わな

い。よって、この（５）は（１）として先に、特筆すべ

き産業の羅列を、「ほか」という表現を用いないで併記

するか、もしくは各種統計において、ファクトにそった順

列での記載を行うべき。 

ご意見は改正条例案の検討の参考とさせ

ていただきます。 

第５条第２項について、市民活動主体は非営利活

動法人格を取得している団体に限らないため、各種

の条例趣旨に賛同する活動主体への支援とすべき。  

ご意見は改正条例案の検討の参考とさせ

ていただきます。 

第 5 条第 3 項について、この条項の記載内容は、従

来の商業振興の枠を超えた画期的な内容であるがゆ

えに、区役所内の部署間の横断的連携も明記すべ

き。 

「区の責務」は、条例担当所管だけでな

く、世田谷区全体で推進していくものであ

り、部署間の連携が前提となっています。 

基本的方針について、第３条に（５）として下記を

追加。 

第３条（５）先端技術の活用や、区民からのニー

ズを反映した、事業者自らの創意工夫による世田谷

第 6 条第 2 項において、事業者の責務と

して「事業者自らの創意工夫」等について

定めています。ご意見は改正条例案の検

討の参考とさせていただきます。 
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発の新たな商品・サービス創造の推進を図ること。 

＜理由＞ 世田谷区産業振興基本条例では、（基

本方針）に｢事業者自らの創意工夫及び自助努力

を助長するとともに、創造と共生の産業活動に支えら

れた区民生活の向上を図るため｣との文言がありま

す。ここに記された｢事業者自らの創意工夫｣｢創造｣

といった文言は新しい条例の基本方針においても是

非とも継続していただきたく、上記を追加するもので

す。 

分野別方針について、第４条（５）を下記の文言

に変更。 

第４条（５） 前各号に掲げるもののほか、各種サ

ービス業、情報通信業、医療、福祉、教育など多様

な産業の振興を図るものとする。 

＜理由＞世田谷区では、商業、工業、農業、建設

業、福祉、教育以外に、様々なサービス業、IT、医

療など、広範な分野の事業者が活動しており、多様

性としてそれを反映した表現にするものです。 

ご指摘のサービス業や IT、医療なども世

田谷区の重要な産業であると認識してお

り、分野別方針における「多様な産業」に

包含されるものと考えています。 

事業者の責務について、第６条に｢社会に役立つ商

品・サービスの提供｣を追加。 

第６条 ２ 事業者は、自らの創意工夫及び自助努

力により、経営基盤の強化、社会に役立つ商品・サ

ービスの提供、誰もが働きやすい職場環境整備、人

材の育成、従業員の福利厚生の向上等に努めるも

のとする。 

＜理由＞事業者の責務の基本は｢社会に役立つ商

品・サービスの提供｣であり、地域経済の持続可能な

発展には必須と考え、これを追加。 

ご意見は改正条例案の検討の参考とさせ

ていただきます。 

新しい素案は自分ごととして捉えることのできる身近な

内容であり、かつわかりやすい内容にうれしくなった。コ

ロナ以前から自分のできる範囲でエシカル消費に努

め、周りの世田谷区民に知ってもらいたいと、インスタグ

ラムで情報発信を始めている。また地域のごみ拾い活

動をママ仲間としている。さらには、世田谷区内でコン

ポストコミュニティを作りたい。区内にあるさまざまな子

育て団体やネットワークをつなげて、それを知らない

人々に届けたい。そのような気持ちを第７条がくみ取

り、応援してくれている気持ちがして、より世田谷愛が

強まっている。 

地域経済の持続可能な発展には、条例

第 7 条で掲げる区民の理解と協力が重

要であると考えています。改正条例の周知

を含め、豊かな区民生活の実現に向けた

取組みを進めていきます。 
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条例制定に向けたプロセスに対するご意見（1 件） 

意見の概要 区の考え方 

条例の問題点を指摘して問えば意見の応募者も多く

良い条例が出来る。世田谷区は移民の区と言われて

いるが、状況を把握した区政を願う。区は何をやるの

か、ベースを作成するのもよいが、実行を願う。 

意見募集の方法を含めたご意見を今後の

施策の参考とさせていただき、具体的な施

策実施につなげていきます。 

 

条例改正後のアクションに対するご意見（6 件） 

意見の概要 区の考え方 

現行の条例に基づく取組みについて、その目的を果たせ

たのかどうかの分析、評価結果はあるのか。ある場合

は、その結果と共に新しい条例の素案を示さないと、こ

の素案で示された方向性が正しいか判断できない。 

また、この素案の目的や方針が将来、達成できたかどう

かの評価、判断はするのか。目的達成判断の客観的

な指標や評価の仕組みは必要であり、それについても

素案に示すべきである。 

そういった意味では、素案第 8 条の「必要に応じて」は

不要であり、評価や見直しは常に必要であると考える。 

現行条例は、第 4 条による商店会への加

入促進など、一定の効果があったものと考

えております。条例の評価や見直しに関す

るご意見は改正条例案の検討の参考とさ

せていただきます。 

新条例の周知徹底。 

広報のみならず、職場・学校などあらゆる場で取り上げ

る機会を設けてほしい。区長のビデオメッセージなども有

用。 

改正条例をわかりやすく周知し、区民や事

業者等に理解していただくことは、大変重

要であると認識しております。ご意見は今

後の施策の参考とさせていただきます。 

諸施策の利用時における、同方針の順守・取組み状

況のチェック実施。 

区の補助金や融資・諸施策の利用・申請時において

は、同方針に沿った活動をしているか、責務を果たして

いるか等のチェック条項を設け、満たしていない場合には

欠格要件とすることを提案する。 

ご意見は改正条例案の検討や今後の施

策の参考とさせていただきます。 

SDGs は今や世界的な流行語。東京 23 区で一番多

い人口の世田谷区が率先して運営すべき。特に、区民

一人一人の理解と協力が大切。 

・具体的なゴール、目標の明示。 

・いつまでに、何を、どのように、の明確な実行計画の策

定。 

・現在の中高生からの提案採用。 

本条例の趣旨を踏まえた取組みを進める

にあたり、区民の理解と協力は大変重要

であると考えていますので、ご意見を今後の

取組みの参考とさせていただきます。 

条例の趣旨に賛成。 

世田谷区の実態把握→課題→原因調査→対策案

→見直しを踏んで中身のある条例にしてもらいたい。地

域経済の持続可能な発展のためコアとなるのは、人口

ビジョン、女性のホワイトカラーの職場作り、インフラ、災

害対策、デジタル化など。 

豊かな区民生活の実現に向けて、様々な

主体の取組みを促進していきたいと考えて

います。ご意見は改正条例案の検討や今

後の施策の参考とさせていただきます。 
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持続性確保について、基本は区民が幸せかということ。

子どもが大きくなってもやはりこの区で住みたいと思うこ

と。 

誰もが～多様な働き方の実現について、大学とコラボで

「世田谷区をこんな街にしてみたい」研究をやってもらう。

世田谷区で起業しやすいように企業・大学・行政・市

民の共創システムを作る。 

地域や社会の課題解決について、共生の家や子ども食

堂、地産地消のサイクル作り、元気なシニアの活用、地

域の教育力の充実。 

エシカル消費について、子どもたちへの啓蒙活動が大

切。 

地域行事等での呼びかけ、樹木の保護・維持。 

循環地区世田谷モデル条例について、イメージイラスト

などを用いて区民に伝わるように提示していくとよい。条

例が制定された以降も区民の意見や相談を受ける場

所を確保するなど、その後の動きがわかるような発信を

検討してもらいたい。 

改正条例の制定時及び制定後も、新た

な条例の趣旨や内容、取組み等を分かり

やすく説明するよう努めていきます。 

 

地域経済の持続可能な発展に繋がる具体施策のご提案（14 件） 

意見の概要 区の考え方 

「社会」「環境」「エシカル」などの抽象的な言葉だけでは

なく、省資源・省エネルギー、廃棄物・ごみの削減、食

品添加物・農薬の削減、人権に配慮した製造・流通・

消費、自家用車の使用の抑制、地産地消の推進、公

園・街路樹の拡大、商工業の新業態づくり支援など、

具体的な取組み施策を記述すべき。 

本条例は、地域経済の持続可能な発

展に関する基本的な考え方を定めるも

のです。地域経済の持続可能な発展に

向けた取組みは、指針や施策の中で具

体的に定めてまいります。 

企業の長命化に向けた支援の強化明記 

地価・家賃等が高い世田谷区における投資負担・リス

クは極めて高く、硬度の高い起業、そしてその持続を促

していく必要があると考える。区の責務の事業者への支

援について、起業だけではなく①起業後数年間のフォロ

ーアップ②長寿企業の表彰・持続の秘訣等のインタビュ

ー公開、など、「続く」ことを意識した支援が求められてい

る。 

ご意見を関係所管と共有し、改正条例

の検討や今後の施策の参考とさせていた

だきます。 

模範企業等の継続的な紹介・表彰 

この条例の趣旨に合致した模範となる企業や団体を毎

年取り上げて紹介または表彰することで、多くの区民の

活動の参考に資することになる。紹介等をされることを

目標とする企業等が増えることも、活動の活発化・高

度化につながる。 

ご意見を関係所管と共有し、今後の施

策の参考とさせていただきます。 
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せたがや Pay など、有益な事業を行なっているにもかか

わらず、商店会に参加していない事業者がその事業を

正しく認知していないケースが見られる。特に 区内では

コンビニ FC オーナーが地元生活のインフラとして活躍し

ていることか ら、FC オーナーの参画を促す施策を盛り

込んではどうか。 

せたがや Pay につきましては、加盟店舗

数の増加に向けて事業者への案内や説

明を行っています。フランチャイズ店につき

ましても、せたがや Pay を導入し、地域

経済の活性化につながるよう、積極的な

加盟に向けた取組みを進めています。 

区内では特に二子玉川地区に経済活動が集積してお

り、それ以外の地区では 経済活動の拠点にとぼしい。

産業展などを積極的に開催して、交流を促してはどう

か。 区民会館等が若い世代に活用されていないように

感じる。改めて設備投資し 、経済活動の活性化にも

つなげてはどうか。 

世田谷区では、多様な人材の交流等に

より産業活性化を図る「SETAGAYA 

PORT」や、区内産業や事業者の活動

の発信等を行う「せたがや産業フェスタ」と

いった取組みを行っています。また、ビジ

ネスマッチングイベントへの出展料補助を

行い、区内事業者の企業間取引の機

会拡大にも努めています。ご意見は今後

の施策の参考とさせていただきます。 

区内にリモートワーク、コワーキングスペース、その代替と

なる喫茶店などが乏しい。そのような事業を促進する施

策を盛り込んではどうか。 

多様な働き方の実現は、今後の地域経

済活性化に向けた大変重要な課題であ

ると認識しており、そのための環境整備を

図ることが重要と考えています。ご意見は

課題解決に向けた施策の参考とさせて

いただきます。 

ブロックチェーンで発行したブランドポイントとNFTで世田

谷区の盛り上げを図ってはどうか。例えば、世田谷区限

定で、加盟した店舗やコミュニティそれぞれの特徴あるポ

イントをブロックチェーンで発行したり、エシカル消費分野

で、マイバッグやリサイクルなどを世田谷エコポイントとして

配るなど。 

ご意見は課題解決に向けた施策の参考

とさせていただきます。 

ベンチャービジネスがより活動しやすい環境整備を求め

る。スタートアップ向けの安価な職住一体・近接型物件

の充実やテレワークの拡充に見合った環境整備など。ま

た、地方法人税についても、テレワーク時代に沿った算

出方法の制定を国に要求する。区の入札に区内ベンチ

ャービジネス向けの枠を設け、育成に役立てるとよい。 

起業の促進は、地域経済の活性化に

向けて重要な課題であると認識していま

す。ご意見を今後の指針や施策の参考

とさせていただき、事業者が活動しやすい

環境整備を進めていきます。 

世田谷区の小学生、中学生、高校生などが SDGs を

実践するような仕組みが必要であると感じる。①エシカ

ル消費②ゼロ・ウェイスト③アップサイクル④フードロス⑤

クリーンエネルギー⑥地産地消⑦パートタイム・ベジタリ

アンなど、子供たちが自ら SDGs での社会貢献、地域

貢献が可能です。地元地域の子供たちへ小さなことで

も良いので SDGs を実践させるような取り組みを始めた

ご意見を関係所管と共有し、具体的な

施策検討の参考とさせていただきます。 
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ら良い。 

環境配慮、地域共生などのコンセプトに即した起業案

を募集し、受賞形式で起業助成（不動産や資本の

助成）を行うことで、資本や経験のない者でも起業機

会が得られる。 

基本的方針の一つである「誰もが自己の

個性及び能力を発揮することができる働

きやすい環境を整備し、起業の促進及

び多様な働き方の実現を図ること。」の

実現に向け、今後の施策の参考とさせて

いただきます。 

空き家空き店舗の有効活用、地域コミュニティの活性

化や確立、環境配慮、資本のないものへの起業機会

の確保が新しい地域経済の持続可能な発展として育

まれていくことを願う。 

ご意見を参考とさせていただき、地域経

済の持続可能な発展に向けた施策を進

めていきます。 

地域通貨の導入により、地域経済循環や横断的連携

が強化され、災害時の連携構築ができるのではない

か。 

世田谷区では、令和 3 年 2 月より地域

通貨「せたがや Pay」を始めました。加盟

店舗の更なる増加や様々な取組みによ

り、地域経済の活性化を図ってまいりま

す。 

SDGs もだが、地域の事に関して、もっと一般事業者が

教育のできる場所作りをしてもらいたい。区がしっかりとし

たリーダーシップを発揮するべき。 

ご意見は今後の施策の参考とさせていた

だきます。 

商店街とソーシャルビジネスをつなぐ、という内容を強化

する必要がある。例えば、①商店街で空き店舗が目 

立っている。空き店舗の所有者に区や産業振興財団

が働きかけて、ソーシャルビジネスの入居につなげる。②

商店街の事務局を担う若手人材が不足している。商

店街へ区や産業振興財団が働きかけて、商店街の事

務局機能をソーシャルビジネスの主体へ委託していく。と

いった項目を追加してはどうか。 

商店街の活性化とソーシャルビジネスの

推進は、条例改正における重要な要素

となっています。商店街とソーシャルビジネ

スをつなぐという視点を、今後の施策の参

考とさせていただきます。 

 

商業に対するご意見（4 件） 

意見の概要 区の考え方 

世田谷ボロ市は上町地区において大きな商業イベント

だが、歴史的経緯で日付が固定されている。区として

曜日調整を試みる、より大規模な交通規制を盛り込

む、区内事業者の参画をより活性化するなど、文化遺

産としてだけでなく 、具体的な産業振興に繋げられな

いのか。 

ご意見を関係所管と共有し、産業振興

の観点からも今後の施策の参考とさせて

いただきます。 

区内には世田谷市場があるにもかかわらず、区民はそ

の存在と関わる機会が少ないように思われる。産業振

興の観点から、その存在意義を定義し直すべきではな

いか。 

ご意見は今後の施策の参考とさせていた

だきます。 
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商店街の中にある商店で未だに商店街(振)に加盟し

ない商店があり残念。チェーン展開している店や外国人

経営の店が未加盟のようだ。商店街に店を構えるなら

ば地元組合に加入して、協力すべきだと思う。街灯は、

その恩恵を受ける一つ。 

商店街の活性化は、地域経済の発展

のみならず、区民の社会生活を支える観

点からも大変重要であると考えていま

す。ご意見は今後の施策の参考とさせて

いただきます。 

区内でも地元商店の閉鎖が多くなっている。将来を見

据えて巨大スーパー等の新規オープンに規制をかけるべ

き。地域経済の持続可能な発展とは商店街の存続で

はないか。その為にも、地元商店だけで使えるプレミアム

商品券の充実が必要。 

商店街の活性化は、地域経済の発展

のみならず、区民の社会生活を支える観

点からも大変重要であると考えていま

す。ご意見は今後の施策の参考とさせて

いただきます。 

 

工業・建設業に対するご意見（3 件） 

意見の概要 区の考え方 

建設業は区民生活にとって重要な産業。 建設業は、生活基盤を支え、区民の安

全安心を守る観点から、本条例第 3 条

（4）に建設業の振興を位置付けてい

るところです。 

桜新町駅周辺には準工業地域があるが、調和した状

況と言い難い。具体的な ビジョンの更新が必要ではな

いか。 

ご意見は今後の指針や施策の参考とさ

せていただきます。 

風水害による被害が多くなっている近年において、区の

風水害対策は喫緊の課題である。インフラ整備、迅速

なインフラ復興に地元の建設業者の協力は必要不可

欠であると考える。地元の建設業者の育成、事業継続

が行われるような政策を区政に反映させてほしい。 

区民の安全・安心な生活を守る建設業

の振興は重要な視点であると認識してい

ます。ご意見を関係所管と共有し、今後

の施策の参考とさせていただきます。 

 

農業に対するご意見（3 件） 

意見の概要 区の考え方 

区役所、各支所前の広場に週末に近在農家の農産

物の「市」を開き、区民と農家のコミュニケーションと連帯

感を熟成させる。緑と空地、ベンチの保持。 

農業振興も地域経済の持続可能な発

展に向けて重要な課題であると認識して

います。ご意見は今後の施策の参考とさ

せていただきます。 

農業振興を図ってほしい。農業を続けられる環境を整

えてほしい。この 30 年間に農地や空地、植木畑が激

減。税制を見直し（農地の方が有利に）、計画的に

若者の転入を図る。補助金を出すなどして農業の振

興、畑の拡大を図ってほしい。緑の確保と産業の振興

を両立してほしい。 

農業振興も地域経済の持続可能な発

展に向けて重要な課題であると認識して

います。ご意見は今後の施策の参考とさ

せていただきます。 

区内には多くの小規模な農地があるが、ほぼ放置され

ているとみられるものも多い。これらについて、具体的な

活用策を見出すべきではないか。 

農地の保全や活用につきまして、ご意見

は今後の指針や施策の参考とさせていた

だきます。 
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区政全般に対するご意見（7 件） 

意見の概要 区の考え方 

飲食店がある為静かな住宅地に音やごみ等の問題が

発生している面も考えるべき。世田谷区は商業街化す

る必要はなく、静かな住宅街に戻るべき。持続可能や

再生は不要。街を住宅や緑に戻すべき。人口減少、

高齢化は悪い事ではなく、自然に戻るべき必然な理由

であり、これ以上は望まなくても良い。 

産業の振興と良好な住環境の両立は、

重要な課題であると認識しています。ご

意見は今後の施策の参考とさせていた

だきます。 

地域産業の持続性という点で、区役所が運営する施

設でも考えてもらいたい。箱モノ行政と言われぬように、

経営の視点でも行政運営に取り組んでもらいたい。区

民利用施設が赤字経営とならないような工夫を。本庁

舎の改築も予定されているので、税金で赤字施設を生

み出さぬようお願いする。 

今後は、持続可能な行財政運営がより

一層重要度を増すものと認識していま

す。ご意見を関係所管と共有し、今後

の施策の参考とさせていただきます。 

英国ウィンブルドンの街の美しさ。もう手遅れだろうか世

田谷区には。農のある街、緑地、公園の多い街は。二

子玉川と三軒茶屋は商の地域。その他は花のある御

庭付戸建が多く、低層マンションに。そして学校。アカデ

ミックに。高額納税者に魅力ある地域まだ間に合うか

も。 

ご意見を関係所管と共有し、今後の施

策の参考とさせていただきます。 

子ども達がずっと住み続けたい町、継続できる町に。地

域経済の活性化は望むことだが、環境破壊はもうやめ

てほしい。 

豊かな区民生活の実現に向けて、地域

経済の発展と地域や社会の課題解決

の両立を推進していくことが重要と考え

ています。 

高齢者福祉、低所得者失業対策、動物福祉の問題

解決の連携が容易になれば、それぞれの解決だけでな

く「基本的方針」に寄与することになると思う。 

多様な視点で課題を捉え、様々な連

携を促進していくことは、課題解決への

重要な要素であると考えています。ご意

見は改正条例案の検討及び今後の施

策の参考とさせていただきます。 

区の職員、区議会議員等の給与、ボーナスの一部を、

世田谷区共通商品券やせたがや Pay で支払い、区内

での消費を促す。せたがや Pay のカンフル剤にもなる。 

ご意見を関係所管と共有し、今後の施

策の参考とさせていただきます。 

祖師谷のように「子供の物語り」ウルトラマンセブンを利

用しないでほしい。 

自分たちでひとつひとつ仕事をつみ上げほこりある町はつ

くらなくてはいけない。 

自分たちは何を示すのか、その事を仕事の中で見せて

ほしい。 

ご意見は今後の施策の参考とさせてい

ただきます。 
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区民生活・環境に対するご意見（10 件） 

意見の概要 区の考え方 

生ごみ減量のための生ごみ処理機械購入の補助や生

ごみポストの設置等。食を通したつながりの場（公民館

に子ども食堂的なもの）をつくる。 

ごみの減量は、SDGs の実現につながる

ものと考えています。ご意見を関係所管

と共有し、今後の施策の参考とさせてい

ただきます。 

駅前周辺の空家、空地を有効利用できるように、家

主・地主へ働きかけられる条例を考えてもらいたい。子ど

も・高齢者の日常として「公」の場で楽しく過ごせる時

間、空間があれば犯罪も減り、次世代を担う子ども達

の人間的成長も「区」「公」が「力」になれると思う。特

に、若い技術者、アーティスト職人が腕をみがき生活を

ささえる糧となりながら地域の人々に還元できるような地

域になればと思う。 

誰もが自己の個性や能力を発揮するこ

とができる環境整備に向け、ご意見は今

後の施策の参考とさせていただきます。 

世田谷区で使用する公的な電力をすべて再生可能エ

ネルギーに交換する、ソーラーパネルの普及支援を積極

的に行う、世田谷区の公用車をすべて EV にする、EV

充電スタンドの普及支援を積極的に行う、公的施設に

ソーラーパネルを積極的に装着、区民に対し再生可能

エネルギーで作った電力に切り換えるための支援を積極

的に行う、区としてのカーボンニュートラルの達成を

2030年までとして、その方策、ロードマップを公表する。 

世田谷区では、令和2年に行った「世田

谷区気候非常事態宣言」において、 

２０５０年までに二酸化炭素排出量

実質ゼロを目指すことを表明しています。

再生可能エネルギーの普及等は、カーボ

ンニュートラルに向けて重要な要素である

と認識しています。ご意見を関係所管と

共有し、今後の施策の参考とさせていた

だきます。 

企業で販売する食用油を牛乳パックで販売し、プラス 

チックごみを減らすとよい。 

ごみの減量は、SDGs の実現につながる

ものと考えています。ご意見を関係所管

と共有し、今後の施策の参考とさせてい

ただきます。 

世田谷区から出た生ごみと廃油、燃やすごみ、衣類な

どで持続可能なモノを創造する。 

燃やすごみは粉砕し、焼却所やお風呂屋のボイラーな

どで燃やし、その灰と食用油やエンジンオイルの廃油など

を混ぜてごみ炭を作り、アウトドア用品もしくは、暖炉な

どの薪代わりに使用できる。 

生ごみは、卵のカラ以外は発酵させ、液状にして肥料に

混ぜて売る。 

卵のカラは粉にして固め、チョークを作り近隣の各国に

売る。 

衣類などはリメイクをして、海外に売り出す。 

農業から出た規格外品や廃棄物などは、腐る前にクレ

ヨンや粘土の色付けの資源などに使用する。 

ごみの減量は、SDGs の実現につながる

ものと考えています。ご意見を関係所管

と共有し、今後の施策の参考とさせてい

ただきます。 

エシカル消費につながる生ごみの堆肥化を区がサポート

して欲しい（補助金や回収など）。焼却費用が削減

ごみの減量は、SDGs の実現につながる

ものと考えています。ご意見を関係所管
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できて、CO₂も抑えられるので環境にもよい。緑化にもつ

ながる。 

と共有し、今後の施策の参考とさせてい

ただきます。 

大学やビルの屋上を利用したハチミツ作りをしてはどう

か。壊れた道具を身近な場所で修理し、何度も使い続

けられるようにする。各地区会館などに修理してリユース

できる場を作る。リユースに協力する企業や商店を優遇

する方法（例えば地域通貨を配布）を実行する。 

ご意見を関係所管と共有し、今後の施

策の参考とさせていただきます。 

地域経済の持続可能な発展をする場合、環境配慮を

中心として考えていくべき。2030年までにCO2削減目

標を 62%へ引き上げる。例えば、電力エネルギー資源

を地域内で循環させる、自動車の補助金を出す、生ご

みのコンポスト処理を進めるなど。 

ご意見を関係所管と共有し、地域経済

に関する今後の指針や施策の参考とさ

せていただきます。 

人や社会、環境に配慮したエンタテイメントビジネスを起

こし、日本で一番のエンタメ都市になれるのは世田谷だ

けだと思う。 

ご意見は今後の施策の参考とさせていた

だきます。 

人間の過度な活動が環境を壊し、コロナを蔓延させて

いる現状をどの様に抑えていくべきかの議論をしっかりす

るべきではないか。【 環境改善と多様性を先駆けて推

進し、緑溢れる安全で暮らしやすい世田谷区】 であっ

て欲しい。 

世田谷区では、令和 2 年に「世田谷区

気候非常事態宣言」を行い、持続可能

な社会に向けた取組みを進めています。

本条例改正においても、環境配慮等は

重要な視点であると認識しており、これら

を踏まえた検討を行っていきます。 

 

街づくりに対するご意見（5 件） 

意見の概要 区の考え方 

分野別方針の課題に農業とあるが、ここ 10 年で近く

の区の菜園がなくなり高層マンションになった。各地の

菜園や空地がマンション化した。結果、自家用車がふ

え、自転車がふえ、人口がふえ、狭い道が常に渋滞す

るようになった。産業の持続と併せ環境整備を推進し

てほしい。 

ご意見を関係所管と共有し、経済発展と

農地の保全を含む環境保全の両立に向け

て、今後の施策の参考とさせていただきま

す。 

世田谷区内は映像・演劇・アニメなどの文化情報発

信拠点が多数ある。「区と区民と拠点」が力を合わ

せ、情報発信拠点のバーチャル連携と融合をするべ

き。 

世田谷区の特性や魅力を踏まえた情報発

信の取組みとして、今後の指針や施策の参

考とさせていただきます。 

区の樹「欅」の特性を生かし、川、地下水の制御。野

鳥の渡り道、公園の木陰等、植樹だけでも一巧はあ

るが、製材後框目の家具、変化モクも工芸品、彫

刻、美術品、樹皮による染色、盆栽とそれぞれ極める

べき深さをもっている。産業、文化、合わせ、文明とし

て、後世に残せる事柄ではないか。 

ご意見は今後の施策の参考とさせていただ

きます。 
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100 万近い人口を持つ世田谷でどんな未来が描ける

か、そのキーワードは自然・共生・連帯だと思う。三茶

や二子玉の利便性、豪徳寺や松陰神社の歴史性と

共に、ボロ市や各所に残る畑と直売所に心癒さる。農

地と寺社の自然を保護し、自動車の通行制限による

住み良い世田谷を実施したい。 

ご意見を関係所管と共有し、今後の施策

の参考とさせていただきます。 

区民の未使用地や未開発の土地に『世田谷区ならで

はの、品格あるミニゴルフ場(有料施設)』を構築し、区

民交流の場にすることを提案する。 

”魅力的なミニゴルフ場”を作ることで周辺の飲食業・サ

ービス業・物品販売等、多岐にわたる営業団体、民

間団体の経済活動もより活性化し、必ずや地域全体

に「恒久的な利益・即ち持続可能な経済の発展」をも

たらす。 

ご意見は今後の施策の参考とさせていただ

きます。 

 

その他、各分野個別意見については、関係所管にご意見をお伝えしました。 
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（仮称）世田谷区地域経済の持続可能な発展条例素案に対する 

パブリックコメントの名称案概要 

 

感染症予防法 

世田谷 HATTEN 

世田谷共生条例 SKJ 

世田谷未来都市計画：グリーンプラン 

持続可能な発展条例 

みんなイキイキ条例 

地元経済発展条例 

世田谷区 SDGs 条例 

多数シニア生涯学習参加・実践・提供活用「笑点」の如く 

明日死ぬかのように生きるテーマ 

子供は持続可能に一番大事な「私たちの未来」です。 

CDGs(Community development)(Goal)(setagaya) 

世田谷区民の豊かな生活を末代まで続ける条例 

あこがれ世田谷持続条例 

世田谷区地域社会満足度促進条例 

オーソレミーヨ計画 

世田谷ウェルビーイング振興条例 

〈名称意図〉区民の心身ともに幸裕な社会を目指す持続可能なテーマ。(＝ウェルビーイング) 

SDGs 条例 

世田谷区サステナブル条例 

オーソレミーヨ計画 

サスティナブル紙業計画 

Happiness Pine drink&foods 計画 

Psychecledelic Pine 計画 

欅ワールド 

世田谷おもしろ条例 

転ばぬ先の世田谷区 

リバース世田谷(再生、生れ変りの意味を込めて) 

未来世田谷 

世田谷区地域産業の持続・発展条例 

世田谷区地域経済の持続可能な開発条例 

経済発展と住みよい街づくり 

持続可能な発展条例 

志を未来へ～せたがやみらい思いやりプラン～ 

資料２ 
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発展リサイクルワールド 

リトル・アジア創設 

世田谷区地域経済発展デザイン発展条例 

世田谷区地域経済ステップアップ条例 

世田谷区価値創造と発展条例 

自主独立民主の世田谷 

からし種・アクション 

サスティナブルなくらしをデザイン 

リユース法（リユース推進条例） 

「SETSG」（発音：セッテスジー） 

せたがや SDGS 条例 

世田谷地域循環 ACTION（アクション） 

住みよい世田谷循環まちづくり条例 

せたがや地域循環まちづくり条例 

世田谷の暮らしをみんなで考える条例 

世田谷区産業と生活コミュニティの持続可能な発展条例 

 

※名称案ではないものや（仮称）世田谷区地域経済の持続可能な発展条例素案に関係の

ないものは記載していません。 
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「今後の地域経済を考えるシンポジウム」について 

 

１ 開催日時 

   令和 3 年９月２７日（月） １８：３０～１９：５５ 

    

２ 内容 

（１）開会あいさつ 

（２）基調講演「地域経済の現状と今後の展望」：長山 宗広氏 

（３）（仮称）世田谷区地域経済の持続可能な発展条例の説明：世田谷区 

（４）パネルディスカッション、質疑応答 

（５）閉会 

 

３ パネルディスカッションの概要 

（１）モデレーター及びパネリスト 

モデレーター：長山 宗広氏（駒澤大学経済学部教授） 

パネリスト：秋元 里奈氏（株式会社ビビッドガーデン 代表取締役社長） 

       荒木 太郎氏（経済産業省地域経済産業グループ地域企業高度化推進課長） 

       鳥海 彩氏  （楽天グループ株式会社地域創生事業エリアパートナーシップ推進グループ） 

       保坂 展人  （世田谷区長） 

 （２）パネルディスカッション及び質疑等の要旨 

      以下「要旨」の通り 

 

〈要旨〉 

テーマ① 

【コロナ禍等を経て、「地域経済の持続可能な発展」のために今後必要な視点、重要な視点

は何か】 

 

長山氏 地域経済の持続的な発展にはどのような視点が重要か、そして区が示した４つの基

本的方針をどう捉えるかについてご意見をいただく。 

荒木氏 地域経済の持続可能な発展を図るうえで、それぞれの個性を活かすことが何よりも重

要であると考える。 

世田谷区の一番の強みは、東京 23 区で人口が一番多いこと。多様な強みを持つ

方が住んでいる、つまりマーケットが多様であるということ。この豊かなマーケットを活用

し、エシカル消費などの先進的な取り組みを進め、国内外に世田谷モデルを広く普及

することが重要な視点である。 

 

別紙２ 
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長山氏 まさに、「産業振興基本条例」という名称を「地域経済の持続可能な発展条例」とい

うかたちで名称を変更しようと検討している。その意味は、産業振興や産業政策は企

業が担い手となるが、世田谷区の場合は、住民自らがプレーヤーとなり、多様な課題

を解決していくソーシャルビジネスを興していくことが含まれており、こうした方向性を示

している。 

４つの基本的方針は、①多様な地域産業の持続性の確保に向けた基盤強化、②

起業の促進及び多様な働き方の実現、③地域や社会の課題解決に向けたソーシャ

ルビジネスの推進、④持続可能性を考慮した事業活動及びエシカル消費の推進であ

る。この４つの基本的方針をどのように捉えていくのか。 

鳥海氏 ４つの基本的方針について、企業、区民という属性に拘らず、企業と区民が一体と

なり取組める方針となっているように感じる。そのうえで、地域経済の持続可能な発展

のために必要な視点としては、「攻め」と「守り」のサステナビリィの貢献であると考える。

「攻め」の部分は様々なアイディアがある。消費者に対してサステナブルな消費やエシカ

ルな消費などを訴えかけ、ビジネスにつなげていくことは、まさに企業がチャレンジする部

分である。楽天においては「Earth MALL with Rakuten」がそうした部分であると思

う。 

一方で、「守り」のサステナブルな貢献について、二子玉川に通勤している楽天グルー

プ社員には世田谷区民も多いが、社員は国籍も様々で「多様性」という言葉がなけ

れば働いてくれない。これは楽天グループと繋がるサプライチェーンや取引企業において

も考えられることである。また、気候変動に対応するという点でも、今後「RE100 に加

盟していない企業とは取引をしない」という未来が来るということにおいては、「守り」の

面でいかに企業がサステナビリティに対応していけるかどうか、そのキーワードが「多様」と

いう部分ではないかと考える。 

長山氏 次に、秋元さんより意見をいただきたい。 

秋元氏 起業家とエシカル消費について話をしていきたい。 

エシカル消費について、荒木さんがおっしゃるように消費者が多くいるということが世田

谷区の特徴である。エシカル消費を拡大するうえで重要なことは、地域コミュニティであ

る。どんなに第三者が訴えても、身近な人が行っていることのインパクトには勝てない。

既に地域コミュニティがあるところはより強化し、そこにエシカル消費を入れ込んでいくと

いうこともあると思う。一方で、単身世帯が地域コミュニティに属していないという課題も

あるため、そうした人が地域コミュニティに入っていけるような接点づくりなどが重要になっ

ていくと考える。エシカル消費は昨今のSDGsの流れのように、長期的に広がっていくも

のだと思うので、身近なところから興味を持つ人が増えると、自然と多くの人が影響さ

れていくようになる。 

農業について話をすると、地方の一次産業従事者が抱える課題として、消費地が遠

いためコミュニケーションが取れない、ニーズが掴めないなど、自分たちの思いを消費者
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に伝えることの困難さがある。世田谷区に関しては、少し離れたところに農地がある、

街中にポツンと農地があったりするので、接点の持ち方や都市型農業という意味でも

可能性があると思う。 

次に起業家としての視点でお話する。私は世田谷区で創業し、現在は他区で事業

を行っている。世田谷区の起業支援やイベントについて認知はしていたが、起業初期

は伴走支援や創業場所を求めていたこともあり、インキュベーション施設のある青山へ

移ったという経緯がある。起業家を増やしていくためには、様々な制度や取組みが他

の情報の中に埋もれないようにしていくことが必要であると考える。起業家同士のコミュ

ニケーションや先輩起業家との相談といった部分に力を入れていけたら、より多くの人が

起業に対して興味を持つのではないか。 

長山氏 世田谷区では、「SETA COLOR」と称して、小規模事業者に対するハンズオン支援

事業が進められている。そこでは、IT や DX に関する支援が必要となっており、支援の

担い手としてフリーランスや IT コンサルタントの方が世田谷には多くいることから、商店

街等の従来型のビジネスと「SETA COLOR」のモデルが上手くマッチングできるような

仕組みもできているので、今後注目してもらいたいと思う。 

 

テーマ② 

【「地域経済の持続可能な発展」のために事業者、区民、行政が果たす役割は何か】 

長山氏 次に、事業者、区民、行政が果たす役割について、先ずは荒木さんから国の視点で

ご意見をいただきたい。 

荒木氏 

 

国が画一的に取組みを行うのではなく、それぞれの地域の個性、強みを活かして質の

高い雇用を生み出していく必要がある。 

地方では、質の高い仕事がないためにその地域に住み続けられないという方が多い。

そうした地域において仕事を増やして人口を維持すると、住民向けのサービスも提供

されると思う。 

一方で、都市型の世田谷区では、住んでいる方が主に東京で仕事をしており、住む

場所を選べる状況。世田谷区では産業政策も重要だが、世田谷区に住もうと思って

もらうことが世田谷区の強みをより強めるうえで重要である。世田谷区に良いマーケッ

ト、テストベッドがあると事業者も集まってくるのではないか。国、世田谷区、事業者が

うまく繋がり、世田谷区がさらに発展して世界に広がると期待する。 

長山氏 続いて、楽天グループは世田谷区における地域経済をけん引する大企業であるた

め、そうした立場からの役割について、鳥海さんより意見をいただきたい。 

鳥海氏 先ほどお話しした「守り」という部分に繋がると思うが、誰もが予想しえなかったコロナの

影響に対して、どう解決すべきか、地域のレジリエントを守り続けられるかという点で、

ワクチン接種が一つの手立てであった。災害など区民が困った際に大企業が積極的

に地域に貢献し、復興に向けて一歩でも早く進められる手助けをすることが我々の役
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割であると考える。 

加えて、「多様性」という部分について、多様な働き方を区民に提供するということも

我々の役割の一つである。商品の売り方、支払い方、働き方は一つではない時代に

なっている。DXを活用して区民が自分らしく働ける、輝けるきっかけをより広く伝え、提

供していく。 

長山氏 事業者の立場からの役割について、秋元さんより意見をいただきたい。 

秋元氏 我々の事業は、楽天グループが行っている幅広い領域によって変わるのが大きな点だ

と強く思った。 

「一次産業」と「食」に関して、「食」というのは必ず１日に３回触れるものだが、「一次

産業」となると多くの人には中々接点がなく、興味を持ちにくい領域になる。ただ、

「食」という領域まで広げると多くの方に興味や接点がある。私たちは「食」の接点を通

じて、生産者の想いを消費者に直接伝えることにより、「食」の観点から一次産業に

興味を持つ人を増やしていきたいと思っている。世田谷区の場合は、地産地消の動

きや地元で経済を回すことが可能な地域であると思うので、新しい取り組みが増え、

支援する動きがあるとより多くの方々の意識が変わってくる。 

私自身も、世田谷でお店や商店街のイベントに参加していく中できっかけをもらったこ

とも多くあったことから、事業者が媒介となり生活者と行政にエシカル消費を促すような

方々との接点を作れたら良いと考える。 

長山氏 最後に、区長から全体を通じてのコメントをいただきたい。 

保坂区長 昨年の10月の国勢調査で世田谷区の人口は94万5千人という数字が出ている。

これまでは、都心の会社で働き、平日は夜に帰ってきて休息し、週末は地域で過ご

すという暮らしが多かったと思うが、テレワークなども広がり、仕事も自分の住むところで

していくようになった。また、仕事を継続していくためには、保育や子育て、小中学校教

育、介護など人生の節目に公的なサポートが必要となり、これまでの世田谷区の役

割としては産業政策中心というよりも区民の生活をサポートする役割だった。これから

は地域生活も仕事も混然一体となり、そこから新しい仕事や生き方が生まれ、コミュ

ニケーションが生まれ、互いが支えあうという姿が生まれていく。そんな地域を目指して

いきたいと思っている。 

区の役割としては、プラットフォームをつくり、秋元さんが世田谷で起業しながら他区に

行ってしまったことは残念であるが、秋元さんに続く人達へのスタートアップ支援を敷居

を低くしてできるように、産業振興基本条例の改定とともに具体的な場をつくろうと準

備しているところである。 

鳥海さんから RE100 について言及があったが、世田谷区は自治体の中で最も早く宣

言している。長野県で発電した水力発電の電気で世田谷区立の保育園の電気が

賄われている。自治体間の電力地域連携を全国で初めて行った。電気だけではな

く、名産品やお米、長野県の木で作ったおもちゃを世田谷区にプレゼントしてくれて、
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世田谷区からは林間学校や夏のキャンプに訪れるといった顔の見えるエネルギー循環

が、100 万人規模の自治体がプラットフォームを作ろうとするとどんどん広がっていく。言

わば、社会資源が様々な分野で折り重なり探し出せる、こうした仕組みを作り出し、

従来型の産業政策を大きくトランフォーメーションさせて組み替えていくことが大事だと

思う。 

長山氏 こうした条例（（仮称）地域経済の持続可能な発展条例）が具体的に区民に 

とってどのようなメリットがあるのかということをよく聞かれる。先ほどの区長のお話は、区

長が変わったとしても、そうした考えが条例という形で継続性を担保できるというところ

にポイントがあり、そうしたところに条例の意味がある。 

パネルディスカッションとしては、これで終了という形になり、質疑応答の時間に入りたい

と思う。チャット欄に入力いただいている中から時間の許す限り回答したいと思う。 

「世田谷区には多くの商店街がある、今後も商店街の活性化が地域経済の活性化

につながると思うか」という質問が来ている。鳥海さんと秋元さんにこの質問に対して、

回答いただきたい。 

 

 

質疑応答 

 

【世田谷区には多くの商店街がありますが、今後も商店街の活性化が地域経済の活性化に

つながると思いますか】 

鳥海氏 商店街は、コロナ禍を強みに再復興するといわれている。理由としては、地産地消・マ

イクロツーリズムという話もあるが、地元で消費、購入する流れができているのと、DX の

加速化により商店街でキャッシュレス決済が使えるようになったことにある。 

また、商店街を回遊する仕組みも様々な IT 企業が生み出しており、商店街をよりエ

ンターテインメント性をもって回れる仕組みづくりも始まっている。安心安全なものを目

の前の店主から買いたいという流れが来ており、DX の力が商店街を活性化すると考

えられている。 

秋元氏 鳥海氏が言及した、IT企業が入っていくことによる、より楽しめるエンターテインメント性

という点がキーワードであると私も思う。従来の商店街のイメージを覆すような新たな形

態の商店街というものが中心になってくると思う。遠出する機会がなくなり、リモートワー

クが中心となったときに、若い方々が好んで行くような場所や幅広い世代の人に対して

アプローチできるような商店街の形が求められるのではないか。そこが地域経済の活性

化にも繋がると考える。 

長山氏 今回の条例改正検討の中では、経済的な価値だけでなく、非経済的な社会的な課

題というところにも目を向けている。商店街もまさに地域コミュニティの担い手としての役

割を求められている。 
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次に、「ソーシャルビジネスやコミニティビジネスを広げていくために大切なことは何だと思

うか、また多様な働き方で働きやすい環境とはどういうものだと考えているか」という質問

があった。こちらは各パネラーより回答をいただきたい。 

 

【ソーシャルビジネスやコミニティビジネスを広げていくために大切なことは何だと思いますか、ま

た多様な働き方で働きやすい環境とはどういうものだと考えていますか】 

 

荒木氏 ソーシャルビジネスやコミュニティビジネスを進めるためには、その地域をよく知っている方

がコーディネートになることが重要。 

また、多様な働き方のためには、雇用主と労働者が尊重し合うことにより、少しずつお

互いに変えていくことが重要であると思う。 

鳥海氏 ソーシャルビジネスやコミュニティビジネスを広げるためには、あらゆる利害関係を超えた

ステークホルダーがパートナーシップを組めるかに関わってくると考える。 

社会課題は一つの課題ではなく、複合的に混ざっているからこそ、SDGs も目標が１

～１７まである。これを一個人、一企業が考えていくことは難しい。様々な区民や企

業が複数で力を合わせる必要がある。 

多様な働き方に関しては、トップの圧倒的なコミットが必要である。楽天グループもトッ

プが力をもって伝えることで変革してきた。そして、多様な働き方を進めていくにあたり、

既存の概念や仕組みを臆さず壊していくこと、新しいことを受け入れていくこと、そのよう

な全体感を持つことが大事だと考える。 

秋元氏 両者に共通する部分として、成功モデルの確立だと思う。コミュニティビジネスに関して

は、大きくなりすぎると崩れやすくなるため、小さなコミュニティを多く作っていくことが大事

である。そのモデルケースを作り、発信していくことの二つが大事だと思う。 

多様な働き方についても、事業者において、成功モデルやメリットの事例を伝えていくこ

とが大事だと思う。 

長山氏 世田谷区では、ソーシャルビジネス支援を積極的に行っているため、モデルケースの創

出に期待するとともに、それを発信していくことが大事だと感じた。パネリストのご意見を

伺い、世田谷区はまさに今の時代に合致している可能性のある場所であると改めて

感じた。生産主導の時代は、消費と生産が分かれていたが、現在の資本主義におい

ては、衣食住の近接モデルが重要になり、区民自ら課題を解決するプレーヤーになる

ことで、衣食住の近接モデルを実現しやすい場所であると思う。 

産業振興は特定の産業にターゲットを決めて振興するものであるが、世田谷区の場

合は、産業振興から広げて多様なテーマを複合的にとらえ、区民自らも役割を持ちな

がら解決するプラットフォームづくりがポイントとなる。 
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◆上記以外の参加者からの質問や意見内容 

 《質問》 

〇持続可能になる＝区民が自分ごととして区政に参加することだと思います。互いの利害関

係でつながるのではなく、企業と市民が信頼関係を構築し有用な合意形成をするためには、

どんなハードルがあると思いますか。 

⇒（区の考え） 

   地域経済の持続可能な発展のためには、区民の理解と協力が不可欠であり、そのため

の課題の一つとして事業者と区民の情報共有があると考えます。区としては、正確な情

報発信に努めるとともに、事業者や区民等の取組みを促すための環境整備を行っていき

ます。 

〇これからの世田谷区では、どのような産業が中心になると考えていますか。 

⇒（区の考え） 

   従来からの商業・工業・農業に加え、建設業やサービス業、情報通信業、介護、福祉、

医療、教育など、多様な産業の振興が必要であると考えており、世田谷区産業振興基

本条例改正素案でも、第 4 条の分野別方針において「多様な産業の振興を図る」こと

を掲げています。 

〇行政区域を超した領域、あるいは住所としての居住にこだわらない（働く場所など）「地域」

の概念が必要だということになるのかと思います。その点を踏まえた「地域」経済も想定した

条例を想定されていますか。 

  ⇒（区の考え） 

     世田谷区産業振興基本条例改正素案では、「区内に在住、在勤又は在学する者」 

     のほか、「地域及びその人々と継続的に多様に関わる者」＝関係人口も区民として定 

義しています。地域経済の持続可能な発展は、関係人口を含めて推進していきます。 

 

 《意見》 

〇世田谷区の場合、不動産コストをはじめ、維持コストが高く、起業と事業維持のハードルが

高い地域でもあります。スタートアップの支援も大事ですが、高付加価値で広い市場をター

ゲットにしていく必要があると考えます。そのための市場開発、武器としての DX など総合的

に既存企業を強くしていく施策も必要と考えています。 

〇地道な取り組みをしていても、発信力が不十分なというか、控えめな企業や団体もたくさん

あります。そうした企業や団体等をもっと紹介していくことで、新たなネットワークにもつながる

のではないかと思います。 

〇社会的課題や社会的問題を踏まえた地域経済振興なのかと理解しています。内発的発

展が今後の地域経済の在り方だと思います。経済の担い手それぞれの主体の利害が顕著

にあると感じました。誰が行うではなく、できる人ができることをする、それぞれが補完しあって

社会を支えていく、お互い様の関係がないとうまくいかない気がします。 
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世田谷区産業振興基本条例改正素案 

 

  （仮称）世田谷区地域経済の持続可能な発展条例 

 

私たちのまち世田谷は、多くの人々を惹きつけ、受け入れ、一人ひとりの主体的な参加

や行動を尊重する土壌の下、多様な文化や生活、まちなみを育んできた。 

産業は、こうした区民生活と地域社会の基盤としての役割を果たし、物やサービスのみ

ならず、人材、資本、文化、技術、情報等の循環を通じて地域経済を先導してきた。また、

人の学び、活躍及び実践の場としての役割も担うことで、地域社会の発展に貢献してきた。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした社会経済環境の激変、デ

ジタル化の急速な発展や新たな働き方の芽生え、ＳＤＧｓの理念の広がりをはじめとした

環境や社会に対する意識の高まりなど、地域経済は、これまで以上に多様な要素や価値観、

多岐にわたる主体によって構成されるようになり、新たな局面へと入りつつある。 

地域や近隣コミュニティの価値が改めて見直され、その重要性が一段と高まる中、多くの

人々が暮らし、活動する世田谷は、更なる地域経済の発展に大きな可能性を秘めている。私

たちは、取り巻く環境の変化を的確に捉え、新たな価値の創造に向けて変わり続けなければ

ならない。 

多様なニーズに応じた働きやすい環境や対話ができる場をつくりながら、世田谷の産業

に関わる全ての主体が各々の役割を果たし連携していくことで、地域の経済発展並びに地

域及び社会の課題の解決を両立する地域経済の持続可能な発展を推進していく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 
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（目的） 

第１条 この条例は、地域経済の持続可能な発展に関する基本的な事項を定め、区、事業

者、区民及び関係機関の責務や役割を明らかにすることにより、地域の経済発展並びに

地域及び社会の課題の解決を両立する地域経済の持続可能な発展を推進し、豊かな区民

生活の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）事業者  区内に事業所を有し、区内において事業活動を行う法人及び個人をいう。 

（２）区民   区内に在住、在勤又は在学する者、並びに地域及びその人々と継続的 

に多様に関わる者をいう。 

 （３）関係機関 区内において産業の振興を図ることを目的として組織する団体並びに

産業の振興に資する調査研究及び教育を行う機関をいう。 

（基本的方針） 

第３条 地域経済の持続可能な発展に関する基本的方針は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 区民生活を支える多様な地域産業の持続性の確保に向けた基盤強化を図ること。 

（２）誰もが自己の個性及び能力を発揮することができる働きやすい環境を整備し、起業

の促進及び多様な働き方の実現を図ること。 

（３）地域及び社会の課題の解決に向けてソーシャルビジネス（地域及び社会が抱える課

題の解決及び収益の確保の両立を目指して取組む事業をいう。以下同じ。）の推進を図

ること。 

（４）持続可能性を考慮した事業活動及びエシカル消費（人、社会及び環境に配慮した消

費行動をいう。以下同じ。）の推進を図ること。 

２ 前項各号に掲げる基本的方針は、区、事業者、区民及び関係機関が一体となり、産業

間の横断的かつ相乗的な連携のもとで推進するものとする。 

（分野別方針） 

第４条 前条第１項各号に掲げる基本的方針に基づき、地域経済の持続可能な発展に向け

た取組を行うに当たっては、次に掲げる方針を踏まえて、これを行うものとする。 

（１）商業については、次のアからイまでに規定する事項を踏まえ、区民の社会生活を支

える観点からその振興を図るものとする。 

ア 商店街が区民の安全かつ安心な消費生活を支える場となり、かつ、地域コミュニティ

の担い手としてにぎわいと交流の場となるよう、総合的なまちづくりの観点からその振

興を図ること。 

イ 大規模小売店舗が地域社会との共生を保持し、及び地域の生活環境を保持することが

できるよう、その設置者による適正な配慮の確保を図ること。 

（２）工業については、区民のものづくりの心のかん養及び区民との共生関係の構築の観

点からその振興を図るとともに、工業系の土地利用については、工業振興の観点からそ

の維持に努めるものとする。 

（３）農業については、農産物の供給源としてだけでなく、都市の緑やゆとりと潤いのあ

る空間の創出等農地の果たす多面的な役割を重視し、区民と自然との共生関係の構築の
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観点からその振興を図るとともに、その営み及び農地の維持に努めるものとする。 

（４）建設業については、都市基盤及び生活基盤を支え、区民の安全かつ安心な生活を守

る観点からその振興を図るものとする。 

（５）前各号に掲げるもののほか、福祉や教育など多様な産業の振興を図るものとする。 

（区の責務） 

第５条 区は、事業者の特性に配慮し、地域経済の持続可能な発展に関する施策を総合的

に実施していくための指針を策定するものとする。 

２ 区は、中小企業及び小規模事業者並びに特定非営利活動法人への支援その他必要な施

策を講ずるものとする。 

３ 区は、事業者、区民、関係機関、国、東京都等と協力し、第１項の指針の実現に向け

て、事業者、区民及び関係機関の取組みを促すための環境の整備を行うものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、地域との調和並びに消費生活の安定及び安全確保に十分配慮し、地域

及び社会の課題の解決並びに持続可能性を考慮した事業展開を図るよう努めるものとす

る。 

２ 事業者は、自らの創意工夫及び自助努力により、経営基盤の強化、誰もが働きやすい

職場環境整備、人材の育成、従業員の福利厚生の向上等に努めるものとする。 

３ 商店街において事業を営む者は、安全かつ安心な消費生活を支え、にぎわいと交流を

促進する地域のまちづくりを推進するため、その中心的な役割を果たす商店会への加入

に努めるとともに、商店会が事業を実施するときは、応分の負担をする等、相互に協力

するよう努めるものとする。 

（区民等の役割） 

第７条 区民及び関係機関は、地域経済の持続可能な発展に向けて、地域の経済発展並び

に地域及び社会の課題の解決の両立が必要であることを理解し、その実現に協力するよ

う努めるものとする。 

２ 区民及び関係機関は、地域及び社会の課題の解決に向けたソーシャルビジネスの取組

みを理解し、協力するよう努めるものとする。 

３ 区民は、自らの消費行動が地域経済の持続可能な発展に寄与することを理解し、エシ

カル消費の推進に努めるものとする。 

（施策等の評価） 

第８条 区は、地域経済の持続可能な発展に関する施策を効果的かつ効率的に推進するた

めに、必要に応じて、地域経済の持続可能な発展に関する指針及び施策の評価及び見直

しを実施するものとする。 

（世田谷区地域経済の持続可能な発展を目指す会議） 

第９条 地域経済の持続可能な発展に関する施策を推進するため、区長の附属機関として

世田谷区地域経済の持続可能な発展を目指す会議（以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

(１) 地域経済の持続可能な発展に係る指針に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、地域経済の持続可能な発展に関すること。 

３ 会議は、区民、事業者、学識経験者その他区長が必要と認める者のうちから、区長が
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委嘱する委員17人以内をもって組織する。 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

５ 前各項に規定するもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

（委任） 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

 


